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１ 業務の概要 

（１） 業務名 

香取市地域公共交通計画策定等支援業務委託　（以下、「業務」という。） 

（２） 目的 

自家用自動車への依存の高まりや人口減少・少子高齢化の進行等により、公

共交通利用者が減少し、地域公共交通を取り巻く環境が年々厳しさを増してい

る。 

その中で、香取市では、第２次香取市総合計画及び香取市都市計画マスター

プラン等との整合性を図り、公共交通に係る事項を位置付けた「香取市地域公共

交通網形成計画」（以下、「現計画」という。）を令和２年３月に策定し、総合的なま

ちづくりの一環として公共交通施策を実施してきた。 

一方で、新型コロナウイルス感染症拡大による生活様式の変化や運転手など

の公共交通の担い手不足等の影響が、本市においても顕在化してきている。 

また、令和６年４月に労働基準法の一部改正に伴う運送業における働き方改革

が実施されることから、現在の公共交通体系の維持が非常に困難になることが見

込まれている。これらの公共交通を取り巻く情勢の変化を的確に反映し、また適応

するように新たな香取市地域公共交通計画を策定する。 

本業務では、市の現状と今後の課題を整理し、市民や来訪者にとって利用しや

すい持続可能な公共交通体系を構築し、公共交通を通じたまちづくりを推進する

ため、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）」

に基づき、路線再編を念頭に置く「香取市地域公共交通計画」（以下、「地域公共

交通計画」という。」）の策定を目的とする。 

（３） 委託業務の選定方式　　 

公募型プロポーザル方式 

（４） 業務内容 

「香取市地域公共交通計画策定等支援業務委託仕様書」のとおりとする。 

（５） 業務規模　　 

５，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）以内とする。 

（６） 委託期間　　 

契約日の翌日から令和６年３月２７日まで 

（７） 発注者及び事務局 

発注者：香取市地域公共交通協議会　会長　為国　孝敏 

事務局：香取市総合政策部企画政策課 

〒２８７－８５０１　 

千葉県香取市佐原ロ２１２７番地 

電話番号　０４７８－５０－１２０６（直通） 

ＦＡＸ番号　０４７８－５２－４５６６ 

電子メール　kikaku@city.katori.lg.jp 
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２　プロポーザルへの参加資格 

本業務の企画提案に参加できる者は、次に掲げる事項を全て満たす者とする。 

（１） 令和４・５年度香取市入札参加資格名簿の委託（営業種目：調査・計画）に登

録されていること。 

（２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

いこと。 

（３） 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者又は本業

務の公告日前６か月以内に手形又は小切手を不渡りした者でないこと。 

（４） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した者で、同法に基づく

裁判所からの更生手続開始決定がされていない者でないこと。 

（５） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）適用申請した者で、同法に基づく裁判

所からの再生手続開始決定がされていない者でないこと。 

（６） 同一人が代表者となる者で、重複して参加表明している者でないこと。 

（７） 香取市建設工事請負業者等指名停止措置要領（平成１８年香取市告示第１１

３号）に基づく指名停止措置又は香取市契約に係る暴力団等排除措置要綱（平

成２４年香取市告示第１４９号）に基づく入札参加除外措置を公告日から受注予

定者を特定するまでの間、受けていない者であること。 

（８） 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）に規

定する、地域公共交通計画の策定に関する地方公共団体等への支援業務、ま

たは、同計画策定に係る調査業務を受注した実績を有すること。 

（９） 経営状況及び経営規模において本業務の履行に支障がない単体企業又は法

人であること。 

（10） 仕様書で定める業務委託について、十分な業務遂行能力を有し、適正な執行

体制を有すること及び発注者の指示に柔軟に対応できること。 

 

３　実施スケジュール 

　　　※スケジュールは、都合により変更する場合がある。 

 
実施内容 実施期間又は期日

 
募集開始 令和５年４月７日（金）

 
質問受付期間

令和５年４月１０日（月）から 

令和５年４月１４日（金）まで
 

質問への回答期限 　令和５年４月２１日（金）

 
 提案書類の提出期限 　令和５年５月８日（月）

 一次審査結果の通知 

（５社以上の参加があった場合）
令和５年５月９日（火）

 
プレゼンテーション 令和５年５月１５日（月）予定

 
審査結果の通知（公表） 令和５年５月１６日（火）

 
契約協議及び契約書締結 ５月下旬
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４　本件に関する質問及びそれに対する回答の方法等 

本件に関する質問は、電子メール（着信を確認すること。）によるものとする。 

ただし、参加表明書及び企画提案書の作成、提出に必要な事項及び業務実施に係

る条件に限るものとし、評価及び審査に係る質問は一切受け付けない。 

（１） 提出様式　　質問書（様式１）による。 

（２） 提出場所　　本要領１の(７)に定める事務局へ提出すること。 

（３） 提出期限　　令和５年４月１４日（金）　午後５時１５分 

（４） 回答方法　　提出された質問に対する回答は、令和５年４月２１日（金）までに

質問者のみに対して電子メールにより行う。ただし、質問内容が企

画提案書の作成や業務実施条件に係るもの等の場合は、質問者

名を伏せて市ホームページに公表する。 

 

５　企画提案書等の提出 

　　企画提案書等の提出は、次の通りとする。 

（１） 提出期限　　令和５年５月８日（月）午後５時１５分　必着 

（２） 提出場所　　本実施要領 1 の（７）に定める事務局へ提出すること。 

（３） 提出部数　　７部（押印が必要なものについては正本１部のみ押印。残りの６部

は複写可とする。） 

（４） 提出方法　　事務局あてに予め電話連絡のうえ持参（土・日曜日及び祝日を除く

日の午前８時３０分から午後５時１５分までとする。）または郵送（特

定記録、簡易書留、書留のいずれかによる。）によること。 

（５） 提出書類 

①　参加表明書（様式２） 

②　会社概要（様式自由、ただしＡ４版とする。） 

会社名、会社設立年月日、所在地、技術者数、業務概要、連絡先（担当者

氏名、電話番号、ＦＡＸ番号、電子メールアドレス）を必ず記載すること。 

③　企業パンフレット等 

④　業務実績調書（様式３） 

ア　契約書等の業務実績を証明する書類（写し可）を添付すること。 

イ　地方自治体等から請け負った同種業務及び類似業務について、記載する

こと。なお、記載する件数は、最大で１５件までとする。 

⑤　業務実施体制（様式４） 

配置予定者が本業務と同時期に従事する他の業務については、地域公共交

通計画の策定支援業務だけではなく、これ以外の業務についても記載すること。 

⑥　配置予定者の業務実績（様式５） 

配置予定者の業務実績について、一つの業務実績について一枚で作成し、 

一人当たり同種業務５業務、類似業務５業務、計一人当たり１０業務を限度と

する。 

⑦ 企画提案書（様式６-１、６-２） 

様式６-２については、様式内の項目についての記載を網羅すれば、項目・

ページの追加・体裁の変更は可とする。 

原則Ａ４版片面印刷とするが、資料の作成上Ａ３版を利用したほうが確認し
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やすい場合は、Ａ３版も可とする。 

⑧ 工程表（様式自由、ただしＡ４版１枚とする。） 

現時点で想定している作業スケジュールを記載すること。 

⑨ 参考見積書（様式７） 

記載する金額については、業務提案内容を実施するにあたって必要となる

すべての費用を含めること。 

（６） その他 

本プロポーザルにおける同種業務とは、地域公共交通の活性化及び再生に

関する法律で規定する地域公共交通計画及び再編実施計画の業務に係る支援

のことを指し、類似業務とは公共交通（バス）等に係る需要予測調査や分析業務

のことを指す。 

 

６　審査 

　　審査は、次のとおり実施する。 

（１）　一次審査（書類） 

① 審査方法 

５社以上の企画提案書等の提出があった場合は、事務局で一次審査を行う。

次の審査基準に基づき、一次審査点の高い上位４社を一次審査通過者とする。 
② 審査基準 

  ③ 審査結果の通知 

ア　令和５年５月９日（火）までに事務局からメールで通知する。 

イ　審査及び特定結果に係る電話等による問い合わせには応じないものとする。 

ウ 応募者からの審査結果に対する異議を受け付けない。 

（２） 二次審査（プレゼンテーション） 

① 審査方法 

次のとおり企画提案書等に係るプレゼンテーション及びヒアリングを実施する。 

ア 令和５年５月１５日（月）（予定）にプレゼンテーション及びヒアリングを行うも

のとする。なお、時刻及び会場は、別途電子メール等で通知する。 

イ プレゼンテーションは１社ずつの呼び込み方式とし、１社の持ち時間は、原則

として説明１５分、ヒアリング１０分の計２５分とする。 

ウ プレゼンテーションの内容は、提出のあった企画提案書に基づくものとし、資

料の追加は認めない。 

エ プレゼンテーションの説明者は、補助者を含む４名以内とする。なお、本業務

を受注した際に主な担当なる予定の者を含めること。 

オ 説明時は、資料等の投影を可とし、86 型大型ディスプレイ及び HDMI ケーブ

ル、電源を事務局で用意する。参加者は、必要に応じてパソコン及びデータ、

インターネットへの接続機材等を持参すること。 

カ　ヒアリングは、企画提案に係るプレゼンテーション等に関するものの他、業務

 審査項目 審査割合 審査基準
 ①会社業務の実績　　　　　　　　　　 １０／２０ 表１－①
 ②実施体制、配置予定者の能力等　 １０／２０ 表１－②
 合計 配点２０点
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全般に関する総合的な内容とする。 

キ なお、本プロポーザルへの参加事業者が１社のみであっても審査を行うもの

とする。また、審査による評価点が、全体の６割を満たさない場合は、候補者

の選定を行わない。 

② 審査基準 

③ 受注予定者の特定 

審査会で、企画提案書の内容及びプレゼンテーションの提案内容を総合的に

審査及び評価を行い、審査結果が最高点であった応募者を選定し、業務の受

注予定者として特定する。 

なお、最高得点者が複数となった場合は、審査項目ごとに比較し、③企画提

案、④業務参考見積、②実施体制及び配置予定者の能力等、①会社業務の実

績の順で、審査点の高い者を選定する。 

④ 審査結果の通知 

ア 審査結果は、二次審査対象者に電子メールで通知するとともに、業務の受

注予定者を香取市ホームページで公表する。 

イ 審査及び特定結果に係る電話等による問い合わせには応じないものとする。 

ウ 応募者からの審査・特定結果に対する異議を受け付けない。 

 

７　契約協議及び契約書締結 

上記６の審査により特定された受注予定者と業務内容及び契約金額等について協

議し、協議が整ったときは、速やかに契約を行うものとする。 

なお、協議が整わない場合、二次審査において、評価により順位付けされた上位

の者から順に同様の協議を行うものとする。 

 

８　その他 

（１） 企画提案書の作成、提出、プレゼンテーション等に要する費用は、その一切を

提案者の負担とする。 

（２） 提出された参加表明書及び企画提案書は、返却しない。 

（３） 参加表明書及び企画提案書の提出後、応募の辞退を行う場合は、任意の様式

にて書面により申し出ることとし、応募辞退後は、いかなる理由があっても再応募

は認めない。 

（４） 次に掲げる事項のいずれかに該当するときは失格とする。 

① 企画提案書提出時点で、本実施要領及び香取市地域公共交通計画策定等支

援業務委託仕様書を満たしていない場合 

② 虚偽の内容を記載した場合 

③ ヒアリング等の時間に遅れた者又は出席しなかった者 

 審査項目 審査割合 審査基準
 ①会社業務の実績　　　　　　　　　　 １０／１００ 表１－①
 ②実施体制、配置予定者の能力等　 １０／１００ 表１－②
 ③企画提案　　　　　　　　　　　　　  ６０／１００ 表２－③
  ④業務参考見積               ２０／１００ 表２－④
  合計  配点１００点
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④ 複数の参加表明書及び企画提案書を提出した者 

⑤ その他、審査会が不適当と認める場合 

 

 

※５社以上の企画提案書等の提出があった場合は、事務局で一次審査を行う。 

※上記の審査基準に基づき、一次審査点の高い上位４社を一次審査通過者とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 
（表１）

 
審査基準１

 
審査項目 配点

 
①　会社業務の実績　（様式３）

 

　

■会社の実績 

過去に受注した同種業務及び類似業務について、応募者の技術力など

を客観的に評価する。 

 

 

１０

 
②　実施体制及び配置予定者（管理責任者、主たる担当者）の能力等　（様式４・５）

 

　

■実施体制及び配置予定者の実績 

　管理責任者及び主たる担当者の資格・実績を客観的に評価する。特に、

過去に携わった同種業務又は類似業務について審査する。 

 

　 

１０

 
合計 ２０
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（表２）

 
審査基準２

 
審査項目 配点

 
③　企画提案１　（様式６－２、工程表）

 

　

■業務全体に対する提案 

計画策定にあたっての支援体制について、十分な配慮がなされているか。 

 

 

５

 
③　企画提案２　（様式６－２）

 ■業務全体に対する提案 

業務全体について、企画力と実効性を有した提案がなされているか。 

 

 

１０

 
③　企画提案３　（様式６－２）

 

　

■業務に係る個別の提案 

市民等からの意見聴取をする仕組みについて、有効な提案がなされている

か。 

 

 

１５

 
③　企画提案４　（様式６－２）

 

　

■業務に係る個別の提案 

業務の趣旨を理解し、香取市の特性・課題を踏まえた提案がなされている

か。 

 

 

１５

 
③　企画提案５　（様式６－２）

 

　

■業務にかかる個別の提案 

仕様書に示された事項以外に、本市にとって有益な独自の提案がなされて

いるか。 

 

 

１０
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※本プロポーザルへの参加事業者が１社のみであっても審査を行うものとする。また、

審査による評価点が、全体の６割を満たさない場合は、候補者の選定を行わない。 

 
③　企画提案６　（プレゼンテーション及びヒアリング）

 ■プレゼンテーション 

企画提案書の内容、プレゼンテーションの内容全般にわたり、内容が分か

りやすく的確で説得力があるか。また、質問に対する応答が明快で、かつ

迅速であるか。 

 

 

５

 
④　業務参考見積　（様式７）

 

 

■参考見積金額 

見積金額が妥当な額であり、かつ提案内容との整合性がとれているか。 

 

 

２０

 
合　　計 ８０


